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（仮称）滋賀県学校教育の情報化の推進に関する条例案要綱 

 

Ⅰ 制定の理由 

 人工知能（ＡＩ）、ビッグデータ、Internet of Things（ＩｏＴ）、ロボティ

クス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられた

Society5.0時代が到来しつつあり、社会の在り方そのものがこれまでとは「非

連続」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつあります。 

 このように急激に変化する時代の中で、本県をはじめ我が国の学校教育に

は、一人ひとりの児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あら

ゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社

会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる

ことができるよう、知・徳・体にわたる資質・能力としての「生きる力」を育

成することが求められています。 

 そうした中、学校教育においては、一定の目標をすべての子どもが達成する

ことを目指し、異なる方法等で学習を進める指導の個別化と、異なる目標に向

けて学習を深め、広げる学習の個別化による「個別最適な学び」と、子ども一

人ひとりのよい点や可能性を生かし、子ども同士、あるいは地域の方をはじめ

多様な他者と協働することで、異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを

生み出す「協働的な学び」を一体的に充実させることが必要とされています。 

 そして、そのような学校教育の基盤的なツールとして、情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）は必要不可欠なものとなっています。これまでの実践とＩＣＴとを最適に

組み合わせることで、これからの学校教育を大きく変化させ、様々な課題を解

決し、教育の質の向上につなげていくための施策を、総合的かつ計画的に、ま

た早急に推進していくことが必要です。その際には、ＰＤＣＡサイクルを意識

し、効果検証・分析を適切に行うことが重要であり、一方で、ＩＣＴを活用す

ること自体が目的化してしまわないよう、十分に留意しなければなりません。 

 滋賀県議会においても、教育改革・ＩＣＴ推進対策特別委員会を設置し、こ

うしたＩＣＴを活用した教育の質の向上について重点的に調査研究をすすめて

きました。そして、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的

にまた早急に推進するためには、その拠り所となる条例を制定することが必要

である、との結論を得たところです。 

 そこでこのたび、次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成に資すること

を目的として、学校教育の情報化の推進に関する基本理念を定め、県および学

校の設置者の責務等を明らかにし、学校教育の情報化の推進に関する基本的な
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事項等を定める条例を定めようとするものです。 

 

 

Ⅱ 概要 

第１ 目的 

１ この条例は、学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年法律第47号。

以下「法」といいます。）第21条の規定の趣旨にのっとり、学校教育の情報化

の推進に関し、基本理念を定め、県および学校の設置者の責務等を明らかに

するとともに、学校教育の情報化の推進に関する基本的な事項等を定めるこ

とにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成に資することを目的

とします。 

 

第２ 定義 

１ この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条

に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校および特

別支援学校（幼稚部を除く。）をいいます。 

２ この条例において「学校教育の情報化」とは、学校の各教科等の指導等にお

ける情報通信技術の活用および学校における情報教育（情報および情報手段

（電子計算機、情報通信ネットワークその他の情報処理または情報の流通の

ための手段をいいます。）を主体的に選択し、およびこれを活用する能力の育

成を図るための教育をいいます。第11において同じ。）の充実ならびに学校事

務（学校における事務をいいます。以下同じ。）における情報通信技術の活用

をいいます。 

３ この条例において「児童生徒」とは、学校に在籍する児童または生徒をいい

ます。 

４ この条例において「デジタル教材」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。）とし

て作成される教材をいいます。 

５ この条例において「デジタル教科書」とは、学校教育法第34条第１項に規定

する教科用図書に代えて、または同項に規定する教科用図書として使用する

ことができる教材をいいます。 

 



 

3 
 

第３ 基本理念 

１ 学校教育の情報化の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなけれ

ばならないものとします。 

 (1)児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を活用した個別最適な学びと

情報通信機器を使用した意見交換、発表等を活用した協働的な学びの一体

的な充実、対面による指導と遠隔授業（情報通信技術を利用して、授業を行

う場所以外の場所で履修させる方法による授業をいいます。）等を融合した

授業づくりその他の情報通信技術を日常的に活用した教科等の指導等が適

切に行われることにより、情報活用能力（情報および情報手段を適切かつ

効果的に活用する能力をいいます。）および確かな学力（基礎的な知識およ

び技能ならびにこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判

断力、表現力その他の能力ならびに主体的に学習に取り組む態度をいいま

す。）の育成が効果的に図られること。 

 (2) デジタル教科書その他のデジタル教材を活用した学習その他の情報通信

技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習

等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進さ

れるよう行われること。 

 (3) 全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、居住する地域、障害の有

無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育

の機会均等が図られるよう行われること。 

 (4) 情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担

を軽減し、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われること。 

 (5) 児童生徒等の個人情報の適正な取扱いおよびサイバーセキュリティ（サ

イバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）第２条に規定するサイ

バーセキュリティをいいます。第14において同じ。）の確保を図りつつ行わ

れること。 

 (6) 児童生徒が、自己または他人の権利を尊重し、情報化社会での行動に責

任を持つとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、および情報通信技術を

適切に利用することができるよう行われること。 

 (7) 児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす

影響に十分配慮して行われること。 

 (8) 県、市町、学校の設置者および保護者の適切な役割分担による協働によ

り推進されること。 
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第４ 県の責務 

１ 県は、第３に定める基本理念（以下「基本理念」といいます。）にのっとり、

学校教育の情報化の推進に関する計画的かつ総合的な施策を策定し、および

実施するものとします。 

２ 県は、学校教育の情報化の推進に市町が果たす役割の重要性に鑑み、学校

教育の情報化に関する施策の推進に当たっては、市町との連携協力を図るも

のとします。 

３ 県は、学校の設置者が行う学校教育の情報化の推進に必要な情報の提供、

助言、支援または調整を行うものとします。 

 

第５ 学校の設置者の役割 

１ 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における学校教

育の情報化の推進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

 

第６ 学校教育情報化推進計画 

１ 県は、法第８条第１項の規定により文部科学大臣が定める学校教育の情報

化の推進に関する計画を基本として、学校教育の情報化の推進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する施

策についての計画（以下「学校教育情報化推進計画」といいます。）を定める

ものとします。 

２ 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとします。 

 (1) 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針 

 (2) 学校教育情報化推進計画の期間 

 (3) 学校教育情報化推進計画の目標 

 (4) 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべ

き施策 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 学校教育情報化推進計画は、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第

２項の教育の振興のための施策に関する基本的な計画との調和が保たれたも

のでなければならないものとします。 

４ 県は、学校教育情報化推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ市町、学

校の設置者および県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講

ずるものとします。 
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５ 県は、学校教育情報化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならないものとします。 

６ 前２項の規定は、学校教育情報化推進計画の変更（軽微な変更を除く。）に

ついて、準用します。 

 

第７ 情報通信技術を活用した指導方法等の普及 

１ 県は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習が促進されるよう、

情報通信技術を活用した指導方法等の普及の促進に必要な施策を講ずるもの

とします。 

 

第８ 情報モラル教育の充実等 

１ 県は、保護者、市町、学校の設置者その他の関係者と連携し、インターネッ

トを通じて行われるいじめ（いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第

２条第１項に規定するいじめをいいます。）を防止するとともに、児童生徒に

対する情報モラル（情報化社会の中で適正な活動を行うための基となる考え

方および態度をいいます。第11において同じ。）に関する教育の充実を図るた

めに必要な施策を講ずるものとします。 

 

第９ 障害のある児童生徒の教育環境の整備 

１ 県は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害の

ない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、

必要な施策を講ずるものとします。 

 

第10 特別な配慮を要する児童生徒に対する適切な指導等 

１ 県は、情報通信技術の活用により障害のある児童生徒、疾病による療養そ

の他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒および日本語の指導が

必要となる外国人の児童生徒その他の特別な配慮を要する児童生徒に対する

適切な指導またはきめ細かな支援が実施されるよう、必要な施策を講ずるも

のとします。 

 

第11 学校の教職員の資質の向上のための研修の実施等 

１ 県は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の収集、分析および普及、

情報通信技術の活用による教育方法の改善および情報教育の充実ならびに情

報通信技術の活用による学校事務の効率化を図るとともに、教職員の情報モ
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ラルを高め、教職員が適切な指導または助言をすることができるよう、学校

の教職員の資質の向上のための研修の実施その他必要な施策を講ずるものと

します。 

 

第12 県立学校における情報通信技術の活用のための環境の整備 

１ 県は、デジタル教材の円滑な使用を確保するための情報通信機器その他の

機器の導入および情報通信ネットワークを利用できる環境の整備、学校事務

に係る情報システムの構築その他の県立学校における情報通信技術の活用の

ための環境の整備に必要な施策を講ずるものとします。 

 

第13 学習の継続的な支援等のための体制の整備 

１ 県は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情

報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を蓄積し、

分析し、および活用できる環境の整備に必要な施策ならびに学校間および学

校の教職員間で適切に共有するために必要な施策を講ずるものとします。 

 

第14 個人情報の保護等 

１ 県は、児童生徒および学校の教職員が情報通信技術を適切にかつ安心して

利用することができるよう、学校における児童生徒等の個人情報の適正な取

扱いおよびサイバーセキュリティの確保を図るため、学校におけるサイバー

セキュリティに関する統一的な基準の策定、研修の実施その他の必要な施策

を講ずるものとします。 

 

第15 人材の確保等 

１ 県は、学校の教職員による情報通信技術の活用を支援する人材の確保およ

び資質の向上が図られるよう、必要な施策を講ずるものとします。 

 

第16 調査研究等の推進 

１ 県は、情報通信技術を活用した教育の効果、情報通信技術の利用が児童生

徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に

伴う新たなデジタル教材、教育方法等の事例の収集、調査研究等の推進およ

びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとします。 

 

第17 県民の理解と関心の増進 
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１ 県は、学校教育の情報化の重要性に関する県民の理解と関心を深めるよう、

学校教育の情報化に関する広報活動および啓発活動の充実その他の必要な施

策を講ずるものとします。 

 

第18 推進体制の整備 

１ 県は、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、体制の整備その他必要な措置を講ずるものとします。 

 

第19 財政上の措置 

１ 県は、学校教育の情報化の推進に関する施策を推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとします。 

 

   付 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行します。 


